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　時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360 時間
を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、100 時
間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）、
年 720 時間が限度となります。

事業主の
皆様へ「働き方」が変わります！！

長野労働局・労働基準監督署からのお知らせ

2020年４月１日からの施行

★詳しいことは
【厚生労働省ＨＰを検索】
　　　特設コーナー「働き方改革」の実現に向けてをクリック
【長野県働き方改革推進支援センターへ相談】
　　　助成金の活用などの相談を含めて専門家が対応
ＴＥＬ　0800-800-3028

　今年の4月から時間外労働の上限規制が
　　　　　　　「中小企業にも」導入されます！

※管理監督者（管理職）は時間外労働の上限規制の対象ではありませ
んが、労働安全衛生法の改正により、2019 年 4 月 1 日から労働時
間の適正な把握が求められています。

※「臨時的なもの」とは、一時的または突発的に、時間外労働を行わ
せる必要のあるものであり、「特別な事情」とは、予算、決算業務、
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレーム
への対応、機械のトラブルへの対応 などです。

※労働時間の状況の記録を作成し、3 年間保存する必要があります。
※違反した場合、罰則または罰金が科せられるおそれがあります。
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※前日までに残高をご確認ください

会議所共済口座振替
２月２５日（火）です。

日本政策金融公庫　定例相談会
日時：３月２日㈪ 10:00 ～ 12:00
場所：信州中野商工会議所

●事業資金・教育資金のご相談
●創業のための融資制度、事業計画についてのご相談青色申告者無料税務相談会

日時　①３月５日㈭ 10:00～16:00 
信 州 中 野 商 工 会 議 所

　　　②３月６日㈮ 10:00～16:00
 信 州 中 野 商 工 会 議 所

　　　③３月６日㈮ 13:30～16:00
 信州中野商工会議所豊田出張所

青色申告の相談者を対象に、税理士による無料相談を行います。
決算書の作成や確定申告に関することについてお気軽にご相談
下さい。

相談会には事前予約が必要です。事前に電話または FAX
でお申し込み下さい。
詳しくは、会報２月号折込チラシでご確認下さい。

（中野市役所豊田支所２階）

場所　
・　

豊田出張所の開設について

開設日：２月17日㈪、19日㈬、21日㈮、26日㈬、28日㈮
　　　　　３月２日㈪、４日㈬、６日㈮、９日㈪、11日㈬、13日㈮
時　間：１０：００～１６：００

２月から３月の確定申告の期間中、豊田出張所を下記のと
おり開設します。
税務申告等の相談がある方は、日時を確認の上お越しくだ
さい。事前にお電話を頂くとスムーズに対応することがで
きます。ご協力をお願いします。

電話：０２６９－２２－２１９１（信州中野商工会議所）
　　　０２６９－３８－３０４４（豊田出張所）

お 知 ら せ

　

新
春
恒
例
の
中
野
市
経
済
新
春
賀
詞
交
歓
会
を
、

当
所
総
務
委
員
会
の
主
管
（
市
川
真
一
総
務
委
員

長
）
に
よ
り
１
月
10
日
午
後
５
時
か
ら
「
ア
ッ
プ
ル

シ
テ
ィ
ー
な
か
の
」
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。　

　

交
歓
会
は
、
主
催
者
の
山
田
会
頭
の
あ
い
さ
つ
の

後
、
来
賓
の
池
田
中
野
市
長
か
ら
ご
祝
辞
を
い
た
だ

き
、
乾
杯
は
原
澤
中
野
市
議
会
議
長
の
発
声
で
開
宴

と
な
り
ま
し
た
。

　

開
宴
後
、
信
濃
グ
ラ
ン
セ
ロ
ー
ズ
の
竹
内
球
団
社

長
、
柳
沢
監
督
よ
り
今
シ
ー
ズ
ン
の
抱
負
を
含
め
た

ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

概
ね
２
時
間
の
交
歓
会
は
、
当
所
役
員
・
議
員
を

は
じ
め
行
政
関
係
、
団
体
・
市
内
企
業
か
ら
出
席
さ

れ
、
名
刺
交
換
や
情
報
交
換
の
大
変
有
意
義
な
場
と

な
り
ま
し
た
。

「
令
和
２
年
中
野
市
経
済
新
春
賀
詞
交
歓
会
』開
催

賀
詞
交
歓
会
１
４
３
人
出
席
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軽減税率制度について詳しくは、信濃中野税務署または右記のＱＲコードより
ご確認ください。

　軽減税率制度が実施された令和元年 10 月１日から一定期間、売上
げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者に対して、
売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

売上税額計算の特例

軽減税率制度導入後の税額計算の特例

１．対  象  者　売上を消費税率ごとに区別することが困難な中小事業者（基準期間の課税売上高が、5,000 万円以下の個人事業主・法人）
２．適用期間　４年間（２０１９年１０月１日～２０２３年９月３０日までの期間）
３．計算方法

仕入税額計算の特例
１．対  象  者　仕入を消費税率ごとに区分することが困難な中小事業者（基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下の個人事業主・法人）
２．適用期間　１年間（２０１９年１０月１日～２０２０年９月３０日の属する課税期間の末日まで）
３．計算方法

対象者
①「卸売業・小売業」かつ「仕入

の区分」ができる中小事業者
※簡易課税制度を適用しない事業者に限る

 ② ①の特例を適用する事業
　　者以外の事業者

③ ①②の計算が困難な事業者
  ※主に軽減税率対象品目を販売する
     事業者に限る

軽減税率
対象品目
の割合の
計算方法

卸売業・小売業に係る
軽減税率対象品目の仕入額

通常の連続する10営業日の
軽減税率対象品目の売上額 50

卸売業・小売業に係る仕入総額 通常の連続する
10営業日の売上額

100

計算例

卸売業・小売業に係る
仕入総額3,000万円

（うち、軽減税率対象品目の仕入高1,200万円）
1,200万円÷3,000万円＝40％

10営業日の売上高
150万円

（うち、軽減税率対象品目の売上高60万円）
60万円÷150万円＝40％

軽減税率対象品目割合＝50％

売上総額4,500万円の場合
８％の売上高1,800万円

（4,500万円×40％）
10％の売上高2,700万円
（4,500万円－1,800万円）

売上総額4,500万円の場合
８％の売上高1,800万円

（4,500万円×40％）
10％の売上高2,700万円
（4,500万円－1,800万円）

売上総額4,500万円の場合
８％の売上高2,250万円

（4,500万円×50％）
10％の売上高2,250万円
（4,500万円－2,250万円）

対象者
①「卸売業・小売業」かつ「売上の区

分」ができる中小事業者
※簡易課税制度を適用しない事業者に限る

【左記対象者以外の中小事業者】
●簡易課税制度の届け出特例

軽減税率
対象品目
の割合の
計算方法

卸売業・小売業に係る
軽減税率対象品目の売上額 原則 　課税期間が始まるまでに簡易課税制度

　選択届出書を提出する必要あり
卸売業・小売業に係る売上総額

計算例

卸売業・小売業に係る
売上総額3,000万円

（うち、軽減税率対象品目の売上高1,200万円）
1,200万円÷3,000万円＝40％

特例 　簡易課税制度選択届出書を提出した課税
　期間から可能

仕入総額2,000万円の場合
８％の売上高800万円
（2,000万円×40％）

１０％の売上高1,200万円
（2,000万円－800万円）

要件

□基準期間における課税売上高が5,000万円　
　以下

□2019年10月１日～2020年９月30日ま　
　での日の属する課税期間の末日までに届け　　
　出を提出
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オードブル（3人～4人）オードブル（3人～4人）
2,000円2,000円

お弁当お弁当 700円700円

折詰料理折詰料理 2,000円2,000円

創業明治23年　まちの魚屋

中野市中央1-8-6

☎0269-22-5515

ご予算に応じてお作りします。
お気軽にご連絡ください。

イベント 懇親会会　議

令和２年１月１日より次のとおり変更されました。
①青色申告特別控除額が変わります。
　　　　（現行 ６５万円⇒改正後 ５５万円）
②基礎控除額が変わります。      
 　　　　（現行 ３８万円⇒改正後 ４８万円）
③ 65 万円の青色申告特別控除を受けるには、
　ｅ－Ｔａｘによる申告（電子申告）または電子帳　
　簿保存が必要となります。
詳しくは、信濃中野税務署または右記
のＱＲコードよりご確認ください。

令和２年分の所得税確定申告から
「６５万円の青色申告特別控除」の適用要件が変わりました

中小企業相談所だより

採
択
事
業
者
　

有
限
会
社　

菊
一
屋
本
店（
呉
服
小
売
業
）

申
請
事
業
の
内
容

　

抹
茶
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
し

た
。
着
物
を
着
る
機
会
を
少
し
で
も
増
や

す
た
め
「
着
付
け
教
室
」、「
趣
味
の
き
も

の
」
教
室
に
合
わ
せ
抹
茶
体
験
コ
ー
ナ
ー

を
設
け
、
外
国
人
観
光
客
も
視
野
に
入
れ

販
路
開
拓
を
行
な
い
ま
し
た
。

商
工
会
議
所
の
サ
ポ
ー
ト

　

４
月
に
同
補
助
金
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、
５
月
に
は
個

別
相
談
会
を
実
施
し
、
事
業
計
画
書
及
び

経
営
計
画
書
策
定
の
支
援
を
行
い
ま
し

た
。
今
回
の
補
助
事
業
は
、
着
物
に
触
れ

て
着
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
を
目
的
と

し
、
新
た
に
「
抹
茶
体
験
コ
ー
ナ
ー
」
を

設
置
。
ま
た
、
店
舗
２
階
の
展
示
場
を
改

修
し
、
多
く
の
お
客
様
が
収
容
で
き
る
教

室
（
体
験
ス
ペ
ー
ス
）
を
併
設
す
る
こ
と

に
よ
り
商
品
提
案
の
導
線
作
り
が
出
来
、

売
上
拡
大
へ
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。

事
業
所
様
よ
り
補
助
金
を
受
け
て
の
所
感

　

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
を
活
用

し
、
私
の
お
店
で
は
畳
を
新
調
し
「
お
抹

茶
体
験
」
や
「
着
付
け
教
室
」「
展
示
場
」

の
ス
ペ
ー
ス
を
拡
充
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
補
助
金
を
申

請
す
る
に
あ
た
り
会
社
の
現
状
を
客
観
的

に
見
直
し
、
こ
れ
か
ら
の
事
業
計
画
を
策

定
す
る
こ
と
が
で
き
本
当
に
良
か
っ
た
と

実
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
機
会
に
新
規
の
お
客
様
に
も

「
菊
一
屋
」
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
利
用

し
て
い
た
だ
け
る
様
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
す
。

小規模事業者持続化補助金対応事例
　

文
化
２
年
創
業
。
創
業
以
来
２
１
５
年
間

着
物
専
門
店
と
し
て
中
野
市
内
を
中
心
に
販

売
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。



中
野
市
西
条

で
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
部
品
・
金
型

の
製
造
・
販
売

を
行
っ
て
お
り

ま
す
、
中
野
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
株

式
会
社 
代
表
取
締
役
の
小
林
清
素

と
申
し
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

当
社
は
１
９
５
７
年（
昭
和
32
年
）

に
住
友
ベ
ー
ク
ラ
イ
ト
社
の
疎
開
工

場
を
引
継
ぐ
形
で
会
社
を
設
立
、
以

降
60
数
余
年
に
わ
た
り
各
種
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
成
形
品
の
製
造
・
組
立
・
販

売
と
、
モ
ー
ル
ド
金
型
の
設
計
・
製

作
・
販
売
を
手
掛

け
て
お
り
ま
す
。

取
り
扱
っ
て
い
る

製
品
群
は
車
載
用

カ
メ
ラ
部
品
を
は

じ
め
と
し
た
自
動

車
関
連
分
野
。
ロ

ボ
ッ
ト
や
工
作
機

械
等
に
使
用
さ
れ

る
工
業
用
部
品
。

電
力
メ
ー
タ
ー（
ス

マ
ー
ト
メ
ー
タ
ー
）

の
ケ
ー
ス
類
に
使

用
さ
れ
る
イ
ン
フ

ラ
・
住
宅
設
備
分

野
と
い
っ
た
様
々
な
製
品
を
金
型
の

設
計
・
製
作
か
ら
一
貫
生
産
で
行
っ

て
お
り
ま
す
。

私
は
東
京
の
大
学
を
卒
業
後
、
地

元
の
金
融
機
関
に
10
年
間
ほ
ど
勤
務

し
財
務
関
連
の
知
識
や
社
会
人
と
し

て
の
基
本
を
勉
強
し
た
後
、
２
０
０

３
年
12
月
に
当
社
へ
入
社
。
２
０
０

５
年
か
ら
約
７
年
間
ほ
ど
中
国
工
場

の
経
営
に
携
わ
り
２
０
１
３
年
に
帰

国
後
、
２
０
１
４
年
に
代
表
取
締
役

に
就
任
し
ま
し
た
。

私
の
心
掛
け
て
い
る
点
は
、
従
来

の
や
り
方
・
考
え
方
に
囚
わ
れ
ず
ど

ん
ど
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
る
こ
と

で
す
。
結
果
が
悪
け
れ
ば

ま
た
や
り
方
を
変
え
て

ト
ラ
イ
を
す
れ
ば
良
い
、

そ
の
繰
り
返
し
だ
と
思

い
ま
す
。
一
番
悪
い
の
は

変
化
や
失
敗
を
恐
れ
て

何
も
し
な
い
事
。
先
が
な

か
な
か
見
通
せ
な
い
世

の
中
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ

か
ら
も
果
敢
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
今
後
と
も
宜

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

　

矢
野　

浩
）

会員事業所を紹介します！

会社とわたし Vol.2

信州中野商工会議所「会報」で貴社のＰＲをしてみませんか

お問い合わせ・お申込み先　信州中野商工会議所　ＴＥＬ：０２６９－２２－２１９１

「会報」は毎月５日発行。信州中野商工会議所の会員事業所などに約１，０００部を配布し
ています。※会報誌の配達には発行から１週間程度必要となりますのでご承知おきください。

【広告料金】

【お申込み方法】
掲載を希望する月の前月５日までに会議所までご連絡下さい。
広告データは可能な限りご用意ください。

サイズ 横長１／５段（49㎜× 174㎜） 正方形１／９貢（85㎜× 85㎜）
料　金 １回・１種類　３，０００円（税別）

中
野
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
株
式
会
社

小
林
清
素
さ
ん

代
表
取
締
役


